
(その 1)

(ふ

1 政治

から

まで

2 主たる事務所の所在地山形県鶴岡市大東町17・器

がな)

体の名

3 代表者

4 会計責任者の氏名

じゆうみんしゅとうやまがたけんだいさんせんきょくしぶ

自由民主党山形県第三選挙区支部材、

C

事務担当者の氏名
(姓)

佐藤

の 氏名

(電話)

(姓)

角田

収支報告書

(電話)

(姓)

池田

(電話)

0235-22-0376

(名)

鮎子

(名)

寿志子

(名)

徳博

つ

党

治

口 2以上の都道府県の区域等

資

の

0

、

口有
鉦図 J、、、

公職の種類

(現職・候補者の別)

資金管理団体の届
出をした者の氏名

政治団体の区分

地

'05.5.30

理

金

資金管理団体の指定の有無

支

団

灸村

(名)

,

.

口政治資金規正法第18条の 2 第 1

の規定による政治団

口その他の政治団

口その他の政治団体の支部

活動区域の区分

令和4年分

開催分)

(姓)

回同一の都道府県の区域内

(名)

政治資金規正法第19条の7第1項

第1号に係る国会議員関係政治団体

政治資金規正法第19条の 7第 1項

第2号に係る国会議員関係政治団体
(名)(姓)職の候補者

氏名角田 鮎子

国会議員関係政治団体の区分

資金管理団体の指定の期問

公職の種類衆議院議員

(現職・候補者の別)(現職)

(※複数の期間がある場合2つめ以降の期問)

公職の候補者(姓)
の氏名(2 人月)

公職の種類
(現職・候補者の"り)

公職の候補者(姓)
の氏名(3 人月)

公職の種類

(現職・候補者の別)

から

まで

(名)

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間

(※複数の期間がある場合2つめ以降の期間)

項
体
体

党
部
体

図
口
公
の

政
政
政

口
回
口

団



(その 2)

1 収支の総括表

収 入

(前年からの繰越額)

(本年の収入額)

支

総

翌年への繰越額

出

額

2

総

収入項目別金額の内訳

収支の状祝>

(1)個人の負担する党費又は会費

額

金 額

数(党費又は会費を納入した人の数)

②寄附

ア寄附(イを除く。)の区分

例個人か

(イ)法人その他の団体からの寄附

ω)政治団体からの寄附

ち特定寄附)

ら

イ

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの)

の

政党匿名寄附

寄附

例 十 (イ)

(ア

十 (ウ)

金

十 イ)

27,913,413
5,738,581

22 174 8噐

額

18 396 448

9 516 9備

5,390,000
210,000

5,600,000

1 274 800

備

5,600,000

1 227

老

合計

員

一
つ

計＼d



(その 5)

1ヨ、番、号、

⑤本部又は支部から供与された交付金に係る収入

自由民主党山形県支部連合会

ノ'、

自由民主党酒田支部

4

自由民主党酒田支部

」ι

自由民主党新庄市支部

C

自由民主党鶴岡支部

)ι

ノ

自由民主党鶴岡支部

自由民主党本部

自由民主党本部

金

10

自由民主党本部

Ⅱ

自由民主党本部

n

自由民主党本部

13

2,000,000

自由民主党本部

14

額

D

15

80,000

年月日

80,000

R4/5/30

60,000

R4/1V22

50,000

R4/1V22

山形県山形市あさひ町18-31

3,000,000

30,000

の

主たる事務所の所在地

R4/12/フ

山形県酒田市亀ケ崎3-フーフ

2,000,000

頁

R4/12/8

山形県酒田市亀ケ崎3-フーフ

2,000,000

の

R4/12/8

山形県新庄市本町6-17

小計

2,000,000

R4/4/6

山形県鶴岡市大東町17・器

2,000,000

升

R4/V器

山形県鶴岡市大東町17・器

2,000,000

R4/フ/29

東京都千代田区永田町卜11一器

R4/10/31

東京都千代田区永田町卜H・器

R4/12/フ

備

東京都千代田区永田町卜Ⅱ・器

R4/12/23

15,300,000

東京都千代田区永田町卜Ⅱ一器

考

15,300,000

東京都千代田区永田町卜11一器

東京都千代田区永田町卜Ⅱ一器

こ

合



(その 6)

1丁番号

(6)その他の収入

摘

4

ノ

要

10

金

Ⅱ

児

13

14

15

額

1 件 10 万円未満のもの

の 頁

備

の

考

器

噐

>

計＼d

計

こ

合



(その 7)

1テ番号

⑦寄附の内訳

寄附者の氏名
(団体にあっては、その名称)

掬浅賀建設

林建設工業株

4

掬平田牧場

枕畑山

C

庄内生コンクリート協同組合

快和泉工務店

掬ナカムラ

金

快庄内シャーリング

10

鶴岡印刷株

Ⅱ

快山口工務店

1,000,000

松

菅原建設株

額

13

庄内園芸緑化快

200,000

14

年月日

栩佐藤組

150,000

15

酒井鈴木工業快

R4/3/器

200,000

つ

住所(団体にあっては、主たる事務所の所在
地)

R4/5/26

100,000

R4/5/27

山形県鶴岡市大半田字宮田7-1

80,000

寄附者の区分

R4/5/31

200,000

山形県酒田市幸町卜6-6

そ

の

400,000

山形県酒田市みずほ2-17-8

R4/6/2

頁

の

100,000

R4/6/2

山形県酒田市亀ケ崎4-20-24

他

の

山形県東田川郡庄内町余目字大塚
22-1

R4/6/10

120,000

小計

の

R4/6/10

山形県鶴岡市温海戊645一肌

寄附

60,000

R4/6/15

100,000

山形県鶴岡市伊勢原町26-10

職業{団体にあっては、代
表者の氏名)

R4/6/24

120,000

山形県鶴岡市上藤島字上川原80

浅賀隆

2.法人その他の団体

RU8/鈴

100,000

山形県鶴岡市大淀川字洞合卜1

林浩一郎

R4/12/15

山形県鶴岡市伊勢原町26・認

2,930,000

新田嘉七

R4/12/15

山形県鶴岡市馬町字池ノ下78-1

2,460,000

畑山修一

R4/12/29

5,390,000

山形県酒田市大町2-フ

大場八郎

備

山形県鶴岡市宝田2-9一π

和泉修

山形県酒田市大浜卜4・能

考

中村忠之

池田雅俊

佐藤信之

山口庸男

菅原徹

渡部敦

佐藤友行

鈴木啓一郎

計

こ

合



(その 7)

〒テ番号

⑦寄附の内訳

寄附者の氏名
(団体にあっては、その名称)

鶴岡地区医師連盟

酒田地区医師連盟

4

C

金

10

Ⅱ

12

額

100,000

13

100,000

14

年月日

15

R4/5/26

つ

住所(団体にあっては、主たる事務所の所在
地)

R4/6/1

山形県鶴岡市馬場町1-34

寄附者の区分

山形県酒田市船場町2ート31

そ

の 頁

の 他

の 小計

の 寄附

職業(団体にあっては、代
表者の氏名)

福原晶子

3.政治団体

佐藤顕

200,000

10,000

備

210,000

芳

計

こ

合



1その 13)

3 支出項目別金額の内訳

ω支出の総括表

1経

ω人

項

②光

(3)備

常

C

④事

目

口
ロロ

2政

山組

件

経

/1＼

務

消

水

⑦選

治

織

金

耗

(3)機関紙誌の発行その他の事業費

所

口
ロロ

費

ア機関紙誌の発行事業費

活

活

挙

費

イ

費

ウ政治資金パーティー開催事業費

関

2,730,880

額

そ工

つ

伝

④調

係

能4,759
3,111,5備

⑤寄

の

事

5,認8,504

費

(6)そ

本部又は支部に対して

供与した六付金に係る支出

11,995,708

他

^

業

附

/1＼

の

の

研

備

事業費

2,器6,640

費

他

究

2,264,100

の

付

費

経

2,264,100

金

費

老

1,900,000

6,400,740
18 396 448

1,900,000

1,900,000

費
費

費
費

十

土
、

宣

交

計

十合

動
動



(その 14)

1テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

電気料金

支出の目的

電気料金

4

電気料金

電気料金

電気料金

C

電気料金

金

電気料金

電気料金

10

電気料金

額

16,340

Ⅱ

電気料金

18,258

12

電気料金

年月日

項

17,406

13

電気料金

R4/V17

16,邪0

目

N

電気料金

R4/1/18

14,802

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

別

15

電気料金

東北電力株

R4/2/9

16,767

D

電気料金

RUン器

東北電力枕

区

13,716

R4/3/18

東北電力株

19,179

ノ＼

Ruy器

東北電力快

の

14,105

頁

R4/4/14

東北電力株

26,219

の

R4/4/14

東北電力快

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

16,056

小計

R4/4/14

東北電力株

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

11,器9

R4/4/14

東北電力快

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

14,569

R4/5/13

高山恵一郎

宮城県仙台市青葉区本町1-フ-1

16,887

2

R4/5/17

高山恵一郎

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

36,216

光熱水費

268,309

R4/6/21

東北電力株

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

R4/6/器

東北電力快

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

R4/フ/13

東北電力欄

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

東北電力快

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

東北電力嫁

備考

山形県新庄市本町6-18

山形県新庄市本町6-18

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

宮城県仙台市青葉区本町1-フ-1

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

宮城県仙台市青葉区本町1-フ-1

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

こ



(その 14)

1テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

16

17

電気料金

支出の目的

18

電気料金

19

電気料金

加

電気料金

討

電気料金

C

器

電気料金

金

器

電気料金

N

電気料金

25

電気料金

額

33,630

26

電気料金

26,840

舒

電気料金

年月日

項

38,589

R4/フ/15

15,944

目

R4/8/18

27,562

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

別

R4/8/19

東北電力総

の

Ⅱ,四4

その他の支出

,'^
y

頁

R4/9/加

東北電力株

区

22,333

の

R4/9/21

東北電力枕

10,353

ノ＼

R4/10/18

東北電力株

16,163

R4/10/21

東北電力妹

10,984

R4/1V14

東北電力快

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

16,163

R4/1V21

東北電力快

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

R4/12/19

229,655

東北電力快

宮城県仙台市青葉区本町1-フ-1

R4/12/21

126,795

東北電力株

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

2

能4,759

東北電力枕

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

光熱水費

東北電力株

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

宮城県仙台市青葉区本町1-フ-1

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

備考

宮城県仙台市青葉区本町1-フ-1

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

宮城県仙台市青葉区本町トフ-1

十＼」ノ

計

こ

合



(その14)

イテ番号

⑦経常経費(人件費を除く。)の内訳

燃料代

支出の目的

ガソリン代

灯油代

4 ガソリン代

消耗品代金

C

灯油代

金

封筒代

ガソリン代

10

ガソリン代

額

19,799

Ⅱ

ガソリン代

17,器9

松

灯油代

年月日

項

22,869

13

ガソリン代

R4/V17

28,器7

目

14

灯油代

R4/V17

18,895

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

15

別

消耗品代金

R4/V17

枕カドワキ

25,741

つ

ガソリン代

R4/V27

囿鍵屋商会

区

78,備0

RUV27

有)鍵屋商会

79,431

分

RUV器

の

フジクラ産業快

10,能6

頁

R4/V31

掬メガ

14,348

の

R4/V31

日之出石油株

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

43,644

小計

R4/ン器

成田紙店

20,395

山形県最上郡舟形町堀内15器

R4/ν器

掬山喜

27,582

山形県新庄市沖の町4-41

RUン器

3

枕カドワキ

12,7噐

山形県新庄市沖の町4-41

備品・消耗品費

RUンN

囿鍵屋商会

70,367

山形県酒田市東大町2-25-4

491,155

R4々/器

東京都渋谷区道玄坂卜12-1 渋谷マーウシ
ティウエスト 14階

有)鍵屋商会

R4/ン器

フジクラ産業快

山形県酒田市若竹町2-2-9

R4/2/28

日之出石油快

山形県鶴岡市朝暘町5-2

快メガ

山形県鶴岡市大東町14-12

快山喜

備考

山形県最上郡舟形町堀内15器

山形県新庄市沖の町4-41

山形県新庄市沖の町4-41

山形県酒田市東大町2-25-4

山形県酒田市若竹町2-2-9

東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシ
ティ虹スト 14階

山形県鶴岡市大東町N・松

こ



(その 14)

1テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

16

17

ガソリン代

支出の目的

18

ガソリン代

19

灯油代

加

ガソリン代

21

灯油代

、_"'ノ

器

ガソリン代

金

器

クリーニング代

N

ガソリン代

肪

ガソリン代

額

10,フ71

部

灯油代

14,790

舒

ガソリン代

年月日

項

24,640

器

灯油代

R4/3/器

18,982

目

鈴

消耗品代金

R4/V器

19,096

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

30

別

ガソリン代

RU3/器

快カドワキ

研,424

ガソリン代

》

R4/3/24

有)鍵屋商会

区

51,469

R4/υ24

囿鍵屋商会

16,158

ノ＼

R4/3/30

の

フジクラ産業快

18,862

頁

R4/3/30

日之出石油愉

器,456

の

R4/4/25

掬山喜

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

25,821

小計

RUU肪

囿佐藤クリーニング

10,157

山形県最上郡舟形町堀内15器

R4/4/25

快カドワキ

器,989

山形県新庄市沖の町4-41

R4/4/26

3

有)鍵屋商会

58,895

山形県新庄市沖の町4-41

備品・消耗品費

R4/4/26

有)鍵屋商会

15,366

山形県酒田市東大町2一肪一4

393,876

RVU舒

フジクラ産業快

山形県酒田市若竹町2-2-9

RUU舒

日之出石油快

山形県鶴岡市大東町N・n

R4/5/13

株メガ

山形県鶴岡市鳥居町33-50

快山喜

山形県最上郡舟形町堀内15器

枕カドワキ

備考

山形県新庄市沖の町4-41

山形県新庄市沖の町4-41

山形県酒田市東大町2-25-4

山形県酒田市若竹町2-2-9

東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシ
ティ虹スト 14階

山形県鶴岡市大東町14-12

山形県最上郡舟形町堀内15器

こ



(その14)

1テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

31

噐

ガソリン代

支出の目的

器

ガソリン代

誕

消耗品代金

肪

ガソリン代

36

封筒代

/＼,
＼__ノ

37

ガソリン代

金

認

ガソリン代

39

ガソリン代

卯

ガソリン代

額

12,176

41

画鋲他

12,8弱

呪

印刷代

年月日

項

20,301

朝

両面テープ代

R4/5/13

59,706

目

U

ガソリン代

R4/5/26

85,800

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

45

別

ガソリン代

R4/5/27

囿鍵屋商会

14,170

つ

ガソリン代

R4/5/31

フジクラ産業枕

区

13,348

R4/5/31

欄メガ

20,546

刀

R4/6/器

の

快山喜

87,281

頁

R4/6/22

成田紙店

72,006

の

R4/6/器

掬カドワキ

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

14,500

小計

R4/6/29

囿鍵屋商会

76,670

山形県新庄市沖の町4-41

R4/6/29

フジクラ産業快

16,788

山形県酒田市東大町2-25-4

3

R4/フ/4

東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシ
ティ虹スト 14階

掬山喜

34,158

備品・消耗品費

R4/フ/11

成田紙店

器,666

山形県鶴岡市大東町14-n

573,971

R4/フ/15

丸山俊男

山形県鶴岡市朝暘町5-2

R4/フ/15

ヤマックス建材欄

山形県最上郡舟形町堀内15器

R4/フ/25

快カドワキ

山形県新庄市沖の町4-41

囿鍵屋商会

山形県酒田市東大町2-25-4

フジクラ産業株

備吉

山形県鶴岡市大東町14一松

山形県鶴岡市朝暘町5-2

山形県鶴岡市美咲町17-13

山形県鶴岡市城北町2-29

山形県最上郡舟形町堀内15器

山形県新庄市沖の町4-41

山形県酒田市東大町2-25-4

こ



(その14)

〒テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

46

4

お茶代

支出の目的

朝

ガソリン代

四

ガソリン代

50

ガソリン代

51

画鋲他

ニ、'
'＼_ノ

認

ガソリン代

金

認

ガソリン代

54

消耗品代金

肪

ガソリン代

額

22,腿0

56

ガソリン代

101,312

57

ガソリン代

年月日

項

14,819

腿

ガソリン代

R4/フ/27

13,620

目

59

消耗品代金

R4/フ/27

53,130

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

60

別

ガソリン代

R4/8/19

小池商店

58,089

シ

燃料代

R4/8/19

快山喜

区

21,928

R4/8/31

栩カドワキ

20,434

ノ＼

R4/8/31

有)鍵屋商会

の

64,788

R4/9/21

頁

掬小野商会

19,258

の

R4/9/27

愉山喜

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

14,108

小計

R4/9/29

掬カドワキ

山形県鶴岡市大東町16-17

13,3価

R4/10/17

快メガ

山形県鶴岡市大東町M一松

13,848

R4/10/21

3

枕山喜

四,756

山形県最上郡舟形町堀内15器

備品・消耗品費

R4/10/21

荘内エネルギー快

山形県新庄市沖の町4-41

13,304

R4/10/27

494,439

掬カドワキ

山形県新庄市本町1-2

R4/10/31

囿鍵屋商会

山形県鶴岡市大東町14一松

R4/1VI0

掬メガ

山形県最上郡舟形町堀内15器

東京者瞬支谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシ
ティ虹スト 14階

愉山喜

荘内エネルギー枕

備考

山形県鶴岡市大東町14-12

山形県酒田市東町トフ-9

山形県最上郡舟形町堀内15器

山形県新庄市沖の町4-41

東京都渋谷区道玄坂卜12-1 渋谷マークシ
ティウエスト 14階

山形県鶴岡市大東町14-n

山形県酒田市東町トフ-9

こ



(その14)

1テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

田

能

ガソリン代

支出の目的

63

ガソリン代

64

灯油代

65

消耗品代金

66

ガソリン代

C

67

パソコンバッテリー

金

68

ガソリン代

69

封筒代

70

ガソリン代

額

11,531

71

ガソリン代

22,器9

π

灯油代

年月日

項

24,640

袷

R4/1V21

消耗品代金

11,6価

目

74

R4/1V21

名刺代

田,備9

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

75

別

R4/1V21

中古冷蔵庫

掬カドワキ

27,500

D

R4/1V28

囿鍵屋商会

区

17,375

R4/1V30

有)鍵屋商会

85,250

ノ＼

R4/12/6

欄メガ

の

52,242

その他の支出

R4/12/21

頁

快山喜

26,434

R4/12/26

の

ビックカメラ有楽町店

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

19,118

R4/12/26

快カドワキ

山形県最上郡舟形町堀内15器

16,134

R4/12/27

成田紙店

山形県新庄市沖の町4-41

16,830

R4/12/27

3

快山喜

山形県新庄市沖の町4-41

11,440

備品・消耗品費

R4/12/27

東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシ
ティウ1スト 14階

荘内エネルギー櫛

R4/12/器

4叫,0郭

日之出石油枕

山形県鶴岡市大東町14-12

754,067

R4/フ/20

3,111,5備

掬メガ

東京都千代田区有楽町1・Ⅱ一1

大槻デザイニング株

山形県最上郡舟形町堀内1認2

快ダーリングコーホレーショ
ン

山形県鶴岡市朝暘町5-2

備考

山形県鶴岡市大東町14-n

山形県酒田市東町トフ-9

山形県酒田市若竹町2-2-9

東京都渋谷区道玄坂卜12-1 渋谷マークシ
ティウエスト 14階

東京者隣工東区牡丹3-28-11F

山形県新庄市大字泉田字往還東18-1

計＼d

三
口

こ

合



(その圃

1テ番、号、

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

コピー機カウント料

支出の目的

パフォーマンスチャージ料

賃借料

4 賃借料

コピー機カウント料

賃借料

金

賃借料

パフォーマンスチャージ料

川

コピー機リース料

額

15,888

Ⅱ

コピー機カウント料

45,379

松

賃借料

年月日

項

100,000

13

賃借料

R4V器

85,000

目

14

パフォーマンスチャージ料

R4/V31

12,025

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

15

別

パフォーマンスチャージ代

100,000

R4/2/1

プラック

》

コピー機カウント料

R4/2/1

掬小野商会

区

85,000

RUン肪

高山恵一郎

器,493

分

R4々/器

の

有)利兵衛

11,484

頁

RUン器

プラック

16,288

の

RUン器

100,000

高山恵一郎

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

小計

R4/3/4

有)利兵衛

85,000

山形県酒田市砂越字小形1器

RUVN

欄小野商会

22,346

山形県新庄市本町1-2

R4/3/31

リコーリース快

11,147

山形県新庄市本町6-18

4

R4/3/31

プラック

11,411

山形県酒田市亀ケ崎3-4-8

事務所費

724,4田

R4/3/31

高山恵一郎

山形県酒田市砂越字小形1器

R4/4/加

囿利兵衛

山形県新庄市本町6-18

R4/4/26

快小野商会

山形県酒田市亀ケ崎3-4-8

リコージャパン快

山形県新庄市本町1-2

プラック

備考

東京都千代田区紀尾井町4-1

山形県酒田市砂越字小形1器

山形県新庄市本町6-18

山形県酒田市亀ケ崎3-4-8

山形県新庄市本町卜2

東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル

山形県酒田市砂越字小形1器

C

こ



(その 14)

1テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

16

17

賃借料

支出の目的

18

賃借料

19

浄化槽維持管理料

加

パフォーマンスチャージ料

21

コピー機カウント料

C

器

賃借料

金

器

賃借料

リ

パフォーマンスチャージ料

肪

パフォーマンスチャージ代

100,000

額

26

賃借料

85,000

27

賃借料

年月日

項

15,675

器

コピー機カウント料

RUU器

33,486

目

29

パフォーマンスチャージ料

RUU器

1 1,456

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

30

別

駐車料金

R4/4/28

100,000

高山恵一郎

シ

パフォーマンスチャージ代

RUU器

有)利兵衛

区

85,000

R4/5/27

東北環境開発快

15,933

分

R4/5/31

の

憐小野商会

55,489

頁

R4/5/31

100,000

フ゜ラック

の

R4/5/31

高山恵一郎

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

85,000

小計

R4/6/20

有)利兵衛

23,641

山形県新庄市本町6-18

R4/6/30

欄小野商会

器,504

山形県酒田市亀ケ崎3-4-8

R4/6/30

リコージャパン快

能,000

山形県鶴岡下清水字打越2-1

4

R4/6/30

高山恵一郎

山形県新庄市本町1-2

10,072

事務所費

806,256

R4/6/30

囿利兵衛

山形県酒田市砂越字小形133

R4/フ/フ

プラック

山形県新庄市本町6-18

R4/フ/20

掬小野商会

山形県酒田市亀ケ崎3-4-8

快大丸不動産

山形県新庄市本町卜2

リコージャパン枕

備吉

東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル

山形県新庄市本町6-18

山形県酒田市亀ケ崎3-4-8

山形県酒田市砂越字小形1器

山形県新庄市本町卜2

山形県酒田市相生町1-3一器

東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル

こ



(その14)

1テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

31

噐

スポットクーラーリース料

支出の目的

器

ミスト扇風機リース代

34

コピー機カウント料

35

賃借料

36

賃借料

、^ノ

37

パフォーマンスチャージ料

金

認

賃借料

39

賃借料

卯

パフォーマンスチャージ料

額

66,000

41

コピー機リース料

郭,200

呪

賃借料

年月日

項

50,427

朝

賃借料

R4/フ/20

100,000

目

U

パフォーマンスチャージ料

RUV肋

85,000

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

45

別

コピー機リース料

R4/フ/28

",539

ダーリングコーホレーショ

>

ビジネスホンリース料

R4/フ/29

100,000

掬小松

区

R4/フ/29

プラック

85,000

ノ＼

R4/フ/29

の

高山恵一郎

16,032

頁

R4/8/31

有)利兵衛

27,720

の

R4/8/31

100,000

掬小野商会

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

小計

R4/8/31

高山恵一郎

85,000

山形県新庄市大字泉田字往還東18-1

囿利兵衛

R4/9/5

16,925

山形県新庄市金沢字谷地田1器5-フ

R4/9/30

掬小野商会

15,840

山形県酒田市砂越字小形133

4

R4/9/30

リコーリース欄

12,487

山形県新庄市本町6-18

事務所費

8能,170

R4/9/30

高山恵一郎

山形県酒田市亀ケ崎3-4-8

R4/10/3

有)利兵衛

山形県新庄市本町1-2

R4/10/24

嫁小野商会

山形県新庄市本町6-18

三井住友トラストバナソニックファ什ンス
快

山形県酒田市亀ケ崎3-4-8

NTT・ TCリース快

備考

山形県新庄市本町1-2

東京都千代田区紀尾井町4一にユーオータニ
ガーデンコーH4F

山形県新庄市本町6-18

山形県酒田市亀ケ崎3-4-8

山形県新庄市本町1-2

東京都港区芝浦卜2-3 シーバンスS館

東京都港区港南卜2-70 品川シーズン
テラス13階

ン

こ



(その14)

〒テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

46

47

パフォーマンスチャージ料

支出の目的

朝

賃借料

四

賃借料

50

パフォーマンスチャージ代

51

賃借料

認

賃借料

金

認

浄化槽維持管理料他

弘

パフォーマンスチャージ料

郭

駐車料金

額

26,974

56

パフォーマンスチャージ代

100,000

郭

賃借料

年月日

項

85,000

認

賃借料

R4/10/器

13,460

目

59

パフォーマンスチャージ料

R4/10/31

100,000

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

60

別

電話料金

R4/10/31

掬小野商会

85,000

シ

電話料金

R4/1V21

高山恵一郎

区

18,012

R4/1V30

囿利兵衛

30,284

ノ＼

R4/1V30

郭6,000

の

リコージャパン欄

R4/1V30

頁

高山恵一郎

11,334

R4/1V30

の

100,000

有)利兵衛

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

小計

R4/12/12

東北環境開発快

85,000

山形県新庄市本町卜2

R4/12/20

栩小野商会

54,743

山形県新庄市本町6-18

R4/12/26

株マルゴ

17,542

山形県酒田市亀ケ崎3-4-8

4

R4/12/26

リコージャパン快

1,317,892

東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル

14,543

事務所費

R4/12/28

高山恵一郎

山形県新庄市本町6-18

R4VN

有)利兵衛

山形県酒田市亀ケ崎3-4-8

R4/2/22

快小野商会

山形県鶴岡下清水字打越2-1

東日本電信電話欄

山形県新庄市本町卜2

NTTファイナンス快

備考

山形県鶴岡市神明町12-4

東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル

山形県新庄市本町6-18

山形県酒田市亀ケ崎3-4-8

山形県新庄市本町卜2

東京都新宿区西新宿3-19-2

東京都港区港南卜2-70

C

こ



(その14)

1テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

61

能

電話料金

支出の目的

63

電話料金

64

電話料金

価

宅配料

66

電話料金

67

電話料金

金

68

電話料金

69

電話料金

70

電話料金

額

10,131

71

電話料金

12,102

π

電話料金

年月日

項

16,007

73

電話料金

RUン舗

16,288

目

74

電話料金

R4/4/14

12,075

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

75

別

電話料金

R4/4/21

東日本電信電話快

16,590

》

電話料金

R4/4/26

NT1ファイナンス快

区

11,028

R4/5/13

東日本電信電話快

14,585

分

R4/5/26

ヤマト運輸快

の

16,4器

頁

R4/6/22

NTTファイナンス(掬

25,648

の

R4/6/22

東日本電信電話枕

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

34,360

小計

R4/6/器

NTTファイナンス快

東京都新宿区西新宿3-19-2

18,596

R4/フ/26

NTTファイナンス(掬

東京都港区港南1-2-70

15,471

R4/フ/26

東日本電信電話総

40,349

東京都新宿区西新宿3-19-2

4

R4/フ/26

東日本電信電話株

東京都中央区銀座2-16-10

認,959

事務所費

312,612

R4/フ/26

NTTファイナンス枕

東京都港区港南1-2-70

R4/フ/26

NTTファ什ンス快

東京都新宿区西新宿3-19-2

R4/フ/26

NTTファイナンス欄

東京都港区港南1-2-70

NTTファイナンス快

東京都港区港南卜2-70

NTTファイナンス(掬

備吉

東京都新宿区西新宿3-19-2

東京都新宿区西新宿3-19-2

東京都港区港南卜2-70

東京都港区港南1-2-70

東京都港区港南卜2-70

東京都港区港南卜2-70

東京都港区港南1-2-70

r
、

こ



(その 14)

1テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

76

フフ

電話料金

支出の目的

78

電話料金

79

電話料金

即

切手代

別

電話料金

C

認

電話料金

金

器

電話料金

肌

電話料金

舗

電話料金

額

13,460

86

電話料金

11,100

町

電話料金

年月日

項

20,247

認

電話料金

R4/フ/26

Ⅱ,000

目

釣

電話料金

R4/8/19

21,638

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

卯

別

宅配料

R4/8/器

NTTファイナンス(掬

17,兜4

電話料金

R4/8/23

NTTファイナンス快

区

25,017

R4/8/31

東日本電信電話快

17,343

ノ＼

R4/8/31

の

日本郵便快

15,733

頁

R4/8/31

NTTファイナンス快

20,1 15

の

R4/8/31

NTTファイナンス快

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

1 1,535

小計

R4/8/31

NTTファイナンス(掬

東京都港区港南卜2-70

12,992

R4/8/31

NTTファイナンス株

東京都港区港南1-2-70

17,479

R4/8/31

NTTファイナンス快

東京都新宿区西新宿3-19-2

19,008

4

R4/9/21

NTTファ什ンス快

東京都千代田区大手町2-3-1

12,051

事務所費

246,642

RV9/器

NTTファイナンス(掬

東京都港区港南卜2-70

R4/9/30

NTTファイナンス快

東京都港区港南1-2-70

R4/10/21

東日本電信電話株

東京都港区港南卜2-70

ヤマト運輸快

東京都港区港南卜2-70

NTTファイナンス快

備考

東京都港区港南1-2-70

東京都港区港南卜2-70

東京都港区港南卜2-70

東京都港区港南卜2-70

東京都新宿区西新宿3-19-2

東京都中央区銀座2-16-10

東京都港区港南卜2-70

(
ノ

こ



(そのW

イテ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

91

兜

電話料金

支出の目的

鰐

電話料金

餌

電話料金

95

電話料金

96

郵送料

C

町

電話料金

金

98

除雪代

四

除雪代

100

除雪代

額

10,410

101

除雪代

16,27フ

102

除雪代

年月日

項

18,532

103

初穂料

R4/10/21

12,156

目

104

初穂料

R4/10/24

22,680

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

105

別

玉串料

R4/1V21

NTTファイナンス(掬

10,956

監査報酬

シ

R4/1V21

東日本電信電話快

区

18,480

RU1ン15

東日本電信電話株

46,3備

分

R4/12/21

の

NTTファイナンス(掬

41,580

頁

R4/V31

日本郵便快

56,007

の

R4/ン器

東日本電信電話快

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

27,720

小計

RUン器

掬マルゴ

20,000

東京都港区港南卜2-70

RUV器

永井建設株

30,000

東京都新宿区西新宿3-19-2

RU4/舒

快マルゴ

30,000

東京都新宿区西新宿3-19-2

4

R4/6/Ⅱ

299,370

永井建設欄

東京都港区港南卜2-70

事務所費

660,認3

R4/6/11

株マルゴ

東京都千代田区大手町2-3-1

R4/6/11

宗教法人八雲神社

東京都新宿区西新宿3-19-2

R4/12/26

宗教法人戸澤神社

山形県鶴岡市神明町12-4

荘内神社社務所

山形県新庄市五日町字宮内3器・1

税理士阿部豊

備考

山形県鶴岡市神明町12-4

山形県新庄市五日町字宮内3器一1

山形県鶴岡市神明町12-4

山形県酒田市御成町2一朝

山形県新庄市堀端町6-86

山形県鶴岡市馬場町4-1

山形県鶴岡市美咲町器一加

こ



(その14)

子テ番号

②経常経費(人件費を除く。)の内訳

106
源,戸得税及1 興特号1炉得
税

107

支出の目的

の

その他の支出

頁

C

の

金 額

30,630

年月日

項

30,630

R4/12/26

567,308

5,528,504

目

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

別

鶴岡税務署

区
ノ＼

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主た
る事務所の所在地)

山形県岡
方合同庁舎

4

馬場町2・n

事務所費

岡弔二地

備考

へ
y

計＼d

計

こ

合



(その 15)

行番号

矧政治活動費の内訳

タクシー代

支出の目的

タクシー代

4

タクシー代

タクシー代

航空運賃

R乗車券代金

金

IR乗車券代金

殿乗車券代金

10

凪乗車券代金

額

Ⅱ

14,740

タクシー代

21,990

n

R乗車券代金

年月日

項

13

15,460

タクシー代

R4/V17

21,990

14

宿泊代

目

R4/2/15

46,940

15

宿泊代

別

R4/3/器

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

十スタンエアポートモータース欄

13,000

R乗車券代金

R4/4/19

十スタンエアポートモータース(掬

区

11,410

R4/4/器

十スタンエアポートモータース(掬

1 1,450

刀

の

R4/5/13

イースタンエアポートモータース槻

1 1,450

頁

R4/5/24

全日本空輸枕

22,710

の

R4/5/29

枕ITB 国会内店

1 1,450

旅費交通費

小計

R4/5/29

東日本旅客鉄道愉

14,930

支出を受けた者の住所{団体にあっては、主

たる事務所の所在ナ也)

N/5/30

東海旅客鉄道快

東京都大田区羽田旭町1-3

10,380

R4/6/13

東日本旅客鉄道喩

73,700

東京都大田区羽田旭町卜3

R4/6/30

トスタンエアホ゜ートモータース枕

1 1,450

東京都大田区羽田旭町卜3

組.織活動費

313,050

R4/フ/5

掬ITB 国会内店

東京都大田区羽田旭町卜3

R4/フ/10

東京都港区東新橋卜5-2 汐留シテ、イ
センター

トスタンエアホ゜ートモータース側

大和ハウ刈アルティマ村、メント欄ダイワロイネット
ホテル山形栃市

R4/フ/10

東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院
"・1ミ=会r人地下4 "

山形国際ホテル

東京都渋谷区代々木2-2-2

東京都港区港南2ート舗 JR東海品川ビ
ルA棟

東日本旅客鉄道枕

備老

東京都渋谷区代々木2-2-2

東京都大田区羽田旭町卜3

東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院
升歸や会r 地下4"

東京都大田区羽田旭町卜3

山形県山形市幸町2-9

山形県山形市香澄町3-4-5

東京都渋谷区代々木2-2-2

》C

こ



(その15)

1テ番号

得)政治活動費の内訳

16

17

宿泊代

支出の目的

18

R乗車券代金

19

タクシー代

20

タクシー代

/ー'、

{＼_.

21

宿泊代

器

JR乗車券代金

器

金

タクシー代

24

旅客運賃料金

25

JR乗車券代金

額

13,200

26

タクシー代

舒

11,価0

タクシー代

年月日

項

器

14,020

航空運賃

R4/フ/15

38,040

29

目

航空運賃

R4/8/1

30

1 1,440

タクシー代

別

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

ニューグランドホテル

R4/8/2

11,噐0

タクシー代

R4/8/3

掬JTB 国会内店

区

30,240

(個人)いとうタクシー山形個人タ
クシー盲俎△

R4/8/5

器,170

ノ＼

の

十スタンエアホ゜ートモータース憐

R4/8/5

11,450

頁

R4/8/25

ホテルイン酒田

14,660

の

R4/9/6

東日本旅客鉄道枕

22,300

旅費交通費

小計

十スタ江アポートモータース快

R4/9/9

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)

器,470

R4/9/28

全日本空輸総

山形県新庄市若葉町4一器

器,470

R4/10/27

東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院
Ii △地下4

東日本旅客鉄道枕

29,530

1

R4/1V16

トスタンエアホ゜ートモータース側

山形県山形市南二番町7-9

31,400

組織活動費

309,360

R4/1V16

トスタンエアホ゜ートモータース(栩

東京都大田区羽田旭町卜3

R4/1V29

全日本空輸総

山形県酒田市あきほ町650-4

R4/12/28

全日本空輸欄

東京都渋谷区代々木2-2-2

十スタンエアホ゜ートモータース憐

東京都大田区羽田旭町卜3

東京都港区東新橋卜5-2 汐留シティ
センター

十スタンエアポートモータース欄

備考

東京都渋谷区代々木2-2-2

東京都大田区羽田旭町卜3

東京都大田区羽田旭町卜3

東京都港区東新橋卜5-2 汐留シティ
センター
東京都港区東新橋卜5-2 汐留シティ
センター

東京都大田区羽田旭町卜3

東京都大田区羽田旭町卜3

1

こ



(その15)

1テ番号

得)政治活動費の内訳

31

支出の目的

の

その他の支出

頁

C

の

金 額

1,390,120

767,710

年月日

項 目 別

D

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

区
ノ＼

旅費交通費

支出を受けた者の住所{団体にあっては、主
たる事務所の所在地)

1 組織活動費

備耆

計＼d

計

こ

合



(その愉

1テ番号

(3)政治活動費の内訳

支出の目的

年会費

4

C

金

10

額

20,000

H

40,000

12

年月日

項

13

R4/5/30

14

目

R4/10/3

15

別

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

公益社団法人日本中国友好協会

D

一般社団法人山形県勢懇話会最上
支'

区 分

の

その他の支出

頁 の

会費

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)

東京都台東区駒形卜5-6 金井ビル部皆

山形県新庄市沖の町7-27

1 組織活動費

印,000
34,300

94,300

備老

会費

合

計＼d

計

こ



(その 15)

1テ番号

偲)政治活動費の内訳

会場使用料

支出の目的

会場費

4

C

金

10

額

22,550

Ⅱ

78,鉐0

12

年月日

項

13

R4/4/26

14

目

R4/フ/27

15

別

支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

掬ジョインパレスグランデール

シ

繍庄交ユーポレーション東京第ーホテル
岡

区 ノ＼

の

その他の支出

頁 の

議費

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)

山形県山形市荒楯町卜17-40

山形県鶴岡市錦町2-10

1 組織活動費

101,200
17,798

118,998

備考

計＼d

計

こ

合



(その1励

1テ番号

得)政治活動費の内訳

食事代

支出の目的

会費

4

会費

会費

食事代

食事代

金

食事代

飲食代

10

生花代

額

16,000

Ⅱ

会費

13,000

12

会費

年月日

項

20,000

13

食事代

R4/3/24

20,000

14

目

会費

R4/4/23

25,000

15

会費

別

R4/4/25

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

枕新橋亭

D

25,000

食事代

浅賀隆氏黄綬褒章受章記念祝賀会
起人f 浅加建iル

R4/4/27

区

64,570

遠藤靖彦氏の藍綬褒章受章祝賀会
務局

R4/4/28

15,000

ノ＼

の

R4/4/28

遠藤利明政経セミナー事務局

16,500

頁

R4/5/紛

下関春帆楼東京店

20,000

の

R4/6/20

下関春帆楼東京店

20,000

交際費

小計

R4/フ/1

掬ワンダーテーブル

支出を受けた者の住所{団体にあっては、主
たる事務所の所在地)

14,000

R4/9/16

全聚徳銀座店

東京都港区新橋2-4-2

20,000

RU9/加

シーサイドセレモニー山倉

山形県鶴岡市大半田字宮田7-1

20,000

1

R4/9/28

日本・ビジョンを拓く会

山形県山形市穂積舗

組織活動費

1 1,500

噐0,570

R4/10/5

東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院
703口室ド

新流会

R4/10/19

東京都千代田区平河町2-フ-9 n共済
ビル

楮山

功U藤勝信君と日本の未来を語る
会セミナー

R4/12/5

東京都千代田区平河町2-フ-9 n共済
ビル

会

東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペ
ラシテタワ一記F

本田太郎政策研究所

銀座羅豚はなれ

東京都中央区銀座5-8-9 BIN0銀座5F

備老

岡山県備前市穂浪25吃一2

東京都千代田区永田町2ート2 衆議院
会 305号室

埼玉県さいたま市中央区上落合2ート
ビル5F24

二i・

東京都港区六本木3-4一器マルマン六
、木ビルBIF

京都府宮津市鶴賀2109-19

口

東京都千代田区永田町2ート2 衆議院
会 Ⅱ04号室

東京都中央区銀座8-10-8 銀座8丁目
10番ビル1F

C

こ



(その15)

1丁番号

偶)政治活動費の内訳

16

17

会費

支出の目的

18

会費

19

会費

C

の

その他の支出

金

頁 の

額

20,000

20,000

年月日

項

20,000

R4/12/6

目

R4/12/12

60,0冊

別

2認,652

R4/12/19

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

新都市経済研究会

D

633,222

川崎ひでと政経セミナー

区

二十一世紀の会

ノ＼

交際費

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)

東京都江東区富岡卜26-21

東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院
会 7呪号室

1

備吉

岐阜県岐阜市字佐南4-14-20-2F

組織活動費

計＼d

計

こ

合



(その 15)

1テ番号

(3)政治活動費の内訳

インスタグラム管理費用

支出の目的

動画編集費用

4

印刷代

印刷代

f~

印刷代

印刷代

金

10

382,000

額

Ⅱ

836,000

12

年月日

256,850

項

13

R4/V18

121,000

14

目

411,400

R4/V18

15

別

256,850

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

イケダカンパニー合同会社

R4/2/1

D

R4/3/30

イケダカンパニー合同会社

区

R4/4/27

はんどれい総

ノ＼

の

N/9/29

n印刷山形

その他の支出

頁

鶴岡印刷樹

の

はんどれい喩

宣伝広報費

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)

山形県酒田市新橋2-26-20

山形県酒田市新橋2-26-20

4

2,264,100

山形県鶴岡市宝田トフ-28-6

宣伝事業費

山形県鶴岡市本田字八百地275

2,264,100

山形県鶴岡市大淀川字洞合1-1

山形県鶴岡市宝田トフ-28-6

備老

計＼門

計

こ

合



(その 15)

1子番号

得)政治活動費の内訳

支部交付金

支出の目的

支部交付金

4

n
、、__ノ

金

1,000,000

10

額

Ⅱ

900,000

松

年月日

項

13

R4/4/20

14

目

R4/12/20

15

別

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

D

自由民主党山形県支部連合会

自由民主党山形県支部連合会

区 分

の

その他の支出

頁 の

交付金

支出を受けた者の住所(団体にあっては、主
たる事務所の所在地)

山形県山形市あさひ町18-31

山形県山形市あさひ町18-31

8

1,900,000

寄附・交付金

1,900,000

備老

計＼d

計

こ

合



(その 16)

1丁番号

④本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出の内訳

寄附・交付金

支出項

寄附・交付金

4

目

C

金

1,000,000

10

額

Ⅱ

900,000

12

年月日

13

R4/4/20

14

R4/12/20

15

》

交付金の供与を受けた
本部又は支部の名称

由民王'山形県

自由民主党山形県支部連合

の 頁

0 1_ロ

の

主たる事務所の所在地

小計

山形県山形
31
山形県山形市あさひ町18-
31

計

あさひ町18-

1,900,000

1,900,000

備 考

会

こ

合



(そのm

1 資産等の総括表

産等の有無

ア

資産等

イ 建

ウ建物四所宜宣且的上立亙地上権冬蛙土地四賃借権

の

資産等の状D況
/ー'＼

、メ

取得四価額だ1卯亙巴宣超区盈工

項

オ

目別区分

力

キ宜

ク 出

ケ貸付光二上四残直だ1卯亙巴宣超五盈貸付金

コ

地

価

文払ねむ左金額だ1冊亙巴宣超五亙敷金

サ

物

有

也,ルの利に剰丕雌取径^を える

に

口

借△光二上里我高だ100亙巴宣超室盈借△金

除 S 。_)
く」)

口

口

口

権

遂

利

図

口

利

回

口

図

口

備

図

口

図

口

図

口

考

図

口

回

図

図

図

回

図

無

産

シ

託

を
除

金
を金

坐当
一
鮭

ひ
邇

及
,

普(
預通

一
金

普
註

(金
1

預
又

資

資

信

上

証

る
一

金 銭

よ
一



(その20)

添付書類御j添のとおり)

図 1

口

領収書等の写し

2

C

図

監査意見書(政党及び政治資金団体に限る。)

3 政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令和5年5月

聿D
旺ヨ

政治団体の名称

会計責任者の氏名

代表者の氏名

自由民主党山形県第三選挙区支部

池田

q弌表者については解散時のみ記入すること)

徳博'^

30日

誓宣



自由民主党山形県第三選挙区支部

代表角田鮎子殿、、

0

1 監査の概要

(1)私は、政治資金規正法(以下 W釦という。)第19条の13第1項の規定に基づき、

自由民主党山形県第三選挙区支部の令和4年に係る法第12条第1項に規定する収支

報告書のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会

計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振

込明細書に係る支出目的書(支出の目的が記載された振込明細書の写しを含む。以下

同じ。)について、支出に関する政治資金監査を行った。

(2)この政治資金監査は、法第19条の13第2項に定めるところにより政治資金適正

化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下「政治資金監査マニュ

アノレ」という。)に基イづき行った。

(3)私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作

成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、

領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書

について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告するこ

とにある。

(4)この政治資金監査は、自由民主党山形県第三選挙区支部の主たる事務所において行

つた。

政治資金監査報告書

登録政治資金監査人↑1, ks
登録番号第 504

令和5年5月26日

研修修了年月日

2 監査の結果

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。

(1)法第19条の13第2項第1号に規定する事項について、会計帳簿、領収書等、領収

書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書が保

存されていた。

(2)法第19条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会議

員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関

係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

平成2 5年10月100

ン
r
1
」
{



(3)法第19条の13第2項第3号に規定する事項について、法第12条第1項に規定

する収支報告書は、会計帳簿、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込

明細書及び振込明細書に係る支出目的書に基づいて支出の状況が表示されていた。

(4)法第19条の13第2項第4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった

支出の明細書及び振込明細書に係る支出目的書は、会計帳簿に基づいて記載されてい

た。

3 業務制限

自由民主党山形県第三選挙区支部と私との間には、法第19条の13第5項の規定に

違反する事実はない。

また、自由民主党山形県第三選挙区支部と政治資金監査の業務を補助した使用人その

他の従業者との間においても、同様である。

や

'

曹

n

W
、

ン

以上


